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金子みすゞ記念館展示リニューアル基本設計業務 

公募型プロポーザル実施要領 

 

 

１．目的 

長門市では、「金子みすゞ記念館展示リニューアル基本設計業務委託」の契約候補者を

選定するため、豊富な経験と高い専門知識を有する事業者から技術提案を募集する、公

募型プロポーザルを以下のとおり実施します。 

 

２．業務概要 

（１） 業務名称 

金子みすゞ記念館展示リニューアル基本設計業務 

 

（２） 業務内容 

金子みすゞ記念館の展示リニューアルに係る基本設計業務。 

なお、詳細は別紙「金子みすゞ記念館展示リニューアル基本設計業務委託仕様書」

のとおり。 

（３） 履行期間 

契約締結日から令和８年 12 月 28 日（月）まで 

（４） 発注者 

長門市長 江原達也 

（５） 選定方法 

公募型プロポーザル 

（６） 契約限度額 

１３，５０８千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

（７） 担当部署 

〒759-4192 山口県長門市東深川 1339 番地 2 

長門市観光スポーツ文化部スポーツ文化交流課 文化交流班 担当：睦田、松廣 

TEL：（0837）23－1119  FAX：（0837）22－8458 

E-mail：bunka@city.nagato.lg.jp 

 

３．参加資格条件 

   この手続きに参加できる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 に規定する者でないこ

と。 

（２）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）、民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）

等の規定に基づき更生または再生の手続きの申し立てがされていない者であること。 
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（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 

条第 2 号に規定する暴力団、暴力団員（同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員を

いう。以下同じ。）又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者でな

いこと。 

（４）参加意向申出書の提出の日から契約締結の日までの間において、長門市物品等及び

業務委託契約に係る指名停止等の措置要綱に基づく指名停止を受けていないこと。こ

の場合において、国及び県工事等において指名停止がある場合も提案資格がないもの

とする。 

（５）国税及び地方税を滞納していない者であること。 

（６）平成 28 年度以降において、国、地方公共団体、独立行政法人の発注による、博物

館等の展示の基本計画、基本設計または実施設計業務を元請として履行した実績を 1

件以上有すること。なお、設計内容は、展示造作・造形・展示ケース・映像・情報シ

ステム・グラフィック等を含むハード・ソフトを総合的に実施しているものに限る。 

（７）業務にあたって、管理責任者、担当技術者を配置すること。なお、担当技術者のう

ち少なくとも 1 名は、平成 28 年度以降において（６）に該当する業務に従事した実

績を持つこと。 

（８）展示資料を理解した上で展示構成を検討する担当者として、令和８年７月７日（技

術提案書等の提出締め切り日）時点で、提案者（グループ企業，子会社等は含めな

い）に３か月以上継続して雇用されている博物館等建築実績のある学芸員資格を持つ

ものを１名以上配置すること。 

（９）展示又は建築の技術的な部分を検討する担当者として、令和８年７月７日（技術提

案書等の提出締め切り日）時点で、提案者（グループ企業，子会社等は含めない）に

３か月以上継続して雇用されている一級建築士を配置すること。 
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４．契約締結までのスケジュール  

内 容  日 程  

プロポーザル実施の公示  令和８年６月 ３日（水）  

質問書受付期限  令和８年６月１０日（水）午後５時必着  

質問書への回答  令和８年６月１２日（金） 

参加申込書受付期限  令和８年６月２２日（月）午後５時必着 

参加資格審査の結果通知  令和８年６月２６日（金） 

技術提案書等の提出期限  令和８年７月 ７日（火）午後５時必着 

ヒアリング審査  令和８年７月１6 日（木）予定  

受託候補者決定  令和８年７月中旬予定  

受託候補者公表、結果通知  令和８年７月中旬予定  

契約協議及び契約締結  結果通知後速やかに協議を開始予定 

 

 

５．参加意向申出に関する書類の提出 

参加意向申出に関する書類は、次のとおりとします。 

（１）参加意向申出に関する書類 

ア プロポーザル参加意向申出書（別記様式第１号） 

イ 会社概要説明書（別記様式第２号） 

ウ 履行実績確認書（別記様式第３号） 

エ 参加資格要件確認誓約書（別記様式第４号） 

オ 登記簿謄本・履歴事項全部証明書（法人格を有しない場合は、目的、名称、所

在地、資産の総額、代表者の氏名及び住所を記載した書類） 

カ 納税証明書（国税、都道府県税及び長門市税の未納がないことを証明する書

類） 

※長門市以外に事業所がある者は長門市税の納税証明書は不要です。 

キ 法人においては、直近１年度分の事業報告書、賃借対照表及び損益計算書（又

はこれらに類する書類） 

ク 暴力団排除に関する誓約書（別記様式第５号）、役員名簿（登記簿謄本に記載

されている監査役を除く全ての役員を記載すること。）及び照会承諾書（別記

様式第５号・別表） 

（２）提出期限 

令和８年 6 月 22 日（月）午後５時（必着） 
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（３）提出先 

下記「１3 担当部課（問合せ先・提出先）」に同じ 

（４）提出方法 

電子メール又は郵送で提出してください。郵送の場合は、本市への到達が証明できる

書留等によるものとし、受付期間内に到達したものを有効とします。 

（５）提出部数 

１部 

（６）提案資格の確認及び確認結果の通知 

上記「3 参加資格条件」の確認を行い、確認結果を令和８年 6 月 26 日（金）まで

に電子メールで通知します。 

（７）その他 

ア 受付期間内に参加意向申出書類等を提出できなければ、本プロポーザルに参加で

きません。 

イ 提出された参加意向申出書類等は返却しません。 

ウ 参加意向申出書類等の記載事項に変更が生じた場合は直ちにその旨を書面で連絡

してください。 

エ 参加表明後に辞退する場合は、令和８年 7 月 7 日（火）午後５時までに書面によ

る辞退届（任意様式）を提出してください。 

 

６．提案資格の取り消し 

参加意向申出書類等の提出後から受託候補者決定までの間に、次のいずれかの事項に

該当する場合は、提案資格を取り消します。 

（１）参加意向申出書類等の提出書類に虚偽の記載があった場合。 

（２）長門市物品等及び業務委託契約に係る指名停止等の措置要綱に基づく指名停止を受

ける等、社会的不祥事に関わり、公共事業の受託者として相応しくないと認められる場

合。 

（３）参加者が提案資格要件を満たさなくなった場合。 

（４）その他、本要領に違反すると認められる場合。 

 

７．質問及び回答 

質問がある場合は、次のとおり提出してください。 

（１）提出書類 

質問書（別記様式第６号） 

（２）提出期限 

令和８年 6 月 10 日（水）午後５時（必着） 

（３）提出方法 

   電子メールにより提出してください。 

（４）提出先 
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下記「１3 担当部課（問合せ先・提出先）」に同じ 

（５）回答方法 

令和 8 年 6 月 12 日（金）に、提出された全ての質問及び回答をまとめて長門市ホーム

ページに掲載します。なお、質問のあった事業者名は公表しません。 

 

８．提案書等の提出 

次に掲げる書類を提出してください。なお、原則１事業者１案の提案とします。 

（１）提出書類 

ア 技術提案書鑑（別記様式第７号） 

イ 技術提案書（任意様式） 

  仕様書を熟読するとともに、下記の事項について作成すること。  

※ただし、展示リニューアル費用の上限は 275,000 千円（税込み）、事務所棟新

設費については現事務所機能を維持するために必要最小限の費用で見込んだ

案とすること。 

   ①本業務の実施方針について  

   ②基本コンセプトについて  

   ③配置計画・施設計画について 

④展示計画、基本設計・事業活動及び管理運営計画 

⑤事業スケジュール及び概算事業費の算出について 

   ⑥本業務のスケジュール 

ウ 実施体制調書（別記様式第８号） 

エ 参考見積書（任意様式） 

（２）提出期限 

令和 8 年 7 月 7 日（火）午後５時（必着） 

（３）提出先 

下記「１3 担当部課（問合せ先・提出先）」に同じ 

（４）提出方法 

郵送（書留郵便又は配達証明できるものに限ります。）、宅急便（手渡ししたことが

証明されたものに限ります。）又は持参（土曜日、日曜日、祝日及び時間外は受付不可。）

してください。 

（５）提出部数 

８部（正本１部、副本７部） 

（６）提案書等作成上の留意点 

ア 技術提案書 

（ア）Ａ３版、横書き、左綴じ、片面印刷、全体を６枚程度で作成してください。 

（イ）市から補正等を求める場合を除き、提出期限後の提案書等書類の差替えは認めら

れません。 
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イ 参考見積書 

（ア）参考見積書記載金額については、業務全体の本体価格（税抜き）、消費税額（消

費税額及び地方消費税額計を含む）を別々に記載し、さらにそれらの合計金額を明

記してください。 

（イ）参考見積書については、諸経費等の積算の内訳が判別できるように、できるだけ

詳細に記載してください。 

（ウ）見積もりの上限額は上記２の（6）とし、上限額を超える見積金額の提案があっ

た場合は失格とします。 

（エ）宛先を「長門市長」、業務名を「金子みすゞ記念館展示リニューアル基本設計業

務」とし、事業者の所在地、商号または名称、及び代表者職氏名を記載してくださ

い。なお、代表者印の押印は不要とします。 

 

９．受託者の特定 

市が設置する金子みすゞ記念館展示リニューアル基本設計業務公募型プロポーザル審

査委員会（以下「審査委員会」という。）において、提案書等の書類、ヒアリングの内容

の審査及び評価を行い、最も適した提案を行ったものを受託候補者として選定し、その報

告を受けた市長が受託者を特定します。 

（１）ヒアリング審査 

技術提案者からプレゼンテーションによる提案内容の説明を受けた後、ヒアリング

を実施します。 

なお、ヒアリング審査は非公開とし、審査の経過等に関する問合せは一切受け付けま

せん。 

① 実施場所 

長門市役所本庁舎内会議室 

※長門市役所での対面によるヒアリングのみとします。 

② 出席者 

総括責任者を含め最大３名とし、業務を受託した場合、主として本業務に従事する

者（管理責任者）が説明を行ってください。 

③ 時間配分 

１者あたり 5０分程度（説明２０分、質疑応答 3０分程度）とし、順次個別に行い

ます。 

④ 内容 

技術提案書に基づく提案内容を説明してください。なお、技術提案書に記載のない

新たな提案は行うことはできません。 

⑤ 使用備品 

本市が６５インチ液晶モニター（HDMI 接続）を準備します。これ以外に必要な

機器、道具など（ＰＣ等を含む。）は、提案者において準備してください。 
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（２）特定及び非特定の結果通知 

提案者に、受託者として特定した又は特定しなかった旨を、令和８年 7 月中旬に書面

にて通知します。 

 

11．契約に関する基本事項 

（１）提案内容がそのまま契約内容となるものではなく、受託者として特定した者（以下「特

定者」という。）と当該業務の仕様等について協議を行った上で、見積書の提出を求め、

随意契約により契約を締結します。 

（２）特定者との協議が整わないときは、次順位の提案者を受託者として特定し、順次契約

に関する協議を行います。 

（３）契約金額については、特定者から新たに見積書を徴取し、市が設定する予定価格の範

囲内と確認したうえで決定します。 

（４）契約金額の支払いは、原則として事業終了後の精算払いとします。 

 

  

12．留意事項 

（１）本プロポーザルは優先交渉権者の特定を目的に実施するものであり、契約内容におい

て必ずしも提案内容に沿うものではありません。 

（２）本プロポーザルの技術提案及びヒアリングに要する費用は、全て提案者の負担としま

す。 

（３）提出された書類等は、返却しません。 

（４）提出された書類等は、必要に応じ複写（市役所内及び審査委員会での使用に限りま

す。）します。 

（５）提出された書類等は、技術提案者に無断で本プロポーザル以外の用に使用しません。 

（６）提案された技術提案書は、長門市情報公開条例に基づく開示請求があった場合には対

象文書として原則開示することになります。なお、事業を営むうえで、競争上又は事業

運営上の地位その他正当な利益を害すると認められる情報は同条例第１０条第１項第

３号の規定により非開示となりますので、提出書類の該当部分と非開示とする具体的

な理由を別記様式第９号により提出してください。 

開示・非開示の判断は提出された理由に基づき行うものではなく、その理由を参考に、

同条例に基づき市が客観的に判断します。 

（７）審査結果に係る問い合わせ不服申し立ては一切受け付けません。 

（８）本プロポーザルに関連し知り得た情報については、本市の承諾を得ることなく、第３

者に漏らしてはなりません。 

（９）契約期間中の業務は、原則としてプロポーザル提案を作成したスタッフと同一のス

タッフが担当してください。 

（10）本要領に定めるもののほか、必要な事項については担当部課が定めます。 
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13．担当部課（問合せ先・提出先） 

長門市観光スポーツ文化部スポーツ文化交流課文化交流班 

〒759-4192 山口県長門市東深川 1339 番地 2 

TEL：（0837）23－1119  FAX：（0837）22－8458 

E-mail：bunka@city.nagato.lg.jp 

 


